
消費税率引上げによる増収分の活用について

　消費税率の引上げによる増収分については、全て社会保障の充実・安定化に活用することとしています。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,717,324 千円

【歳出】社会保障施策に要する経費 19,602,653 千円

単位：千円

引上げ分の
地方消費税

その他

社会保障 児 童 福 祉 事 業 7,005,618 6,147,324 198,094 660,200

障 害 福 祉 事 業 4,982,678 3,721,614 291,053 970,011

高 齢 者 福 祉 事 業 66,359 31,547 8,035 26,777

生 活 保 護 事 業 1,467,150 1,124,965 78,976 263,209

母 子 福 祉 事 業 506,430 217,498 66,685 222,247

そ の 他 66,088 64,549 355 1,184

小　　計 14,094,323 11,307,497 643,198 2,143,628

社会保険 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 1,462,148 229,639 284,462 948,047

介 護 保 険 事 業 1,471,087 57,130 326,341 1,087,616

国 民 健 康 保 険 事 業 688,109 423,515 61,068 203,526

小　　計 3,621,344 710,284 671,871 2,239,189

保健衛生 感染症その他の疾病予防事業 403,283 7,388 91,372 304,523

救 急 医 療 体 制 32,872 17,258 3,604 12,010

病 院 事 業 1,151,670 0 265,805 885,865

そ の 他 299,161 119,462 41,474 138,225

小　　計 1,886,986 144,108 402,255 1,340,623

19,602,653 12,161,889 1,717,324 5,723,440

※事務費や事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）等は除外しています。

合　　計

分　野 区　　分 経　費

財源内訳

特定財源

（国庫補助金等）

一般財源


